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寒河江市条例第１２号 

 

寒河江市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除に関する 

条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、地方活力向上地域内（本市の区域内に限る。以下同じ。）に

おいて、地域再生法（平成１７年法律第２４号。以下「法」という。）第１７条

の２第３項の認定を受けた同条第１項に規定する地方活力向上地域等特定業

務施設整備計画（同条第４項の規定による変更があったときは、その変更後の

もの。以下「特定業務施設整備計画」という。）に従って特定業務施設を新設し、

又は増設した者に対して課する固定資産税について、地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第６条第１項の規定に基づき課税免除を行うことにより、本市

における本社機能の整備を促進し、もって就業機会の創出及び地域経済の基盤

強化を図ることを目的とする。 

（定義） 



第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

⑴ 地方活力向上地域 法第５条第１５項の認定を受けた同条第１項に規定

する地域再生計画に記載されている同条第４項第５号イに規定する地方活

力向上地域をいう。 

⑵ 特定業務施設 法第５条第４項第５号に規定する特定業務施設（同号に規

定する当該特定業務施設に併せて整備される福利厚生施設及び特定業務児

童福祉施設を含む。）をいう。 

⑶ 課税免除 地方税法第６条第１項の規定により課税をしないことをいう。 

⑷ 特別償却設備 地域再生法第１７条の６の地方公共団体等を定める省令

（平成２７年総務省令第７３号。以下「省令」という。）第２条第１号に規定

する特別償却設備をいう。 

⑸ 特別償却設備設置者 省令第２条第２号に規定する特別償却設備設置者

をいう。 

（課税免除の要件等） 

第３条 市長は、地方活力向上地域内において、特別償却設備設置者が、当該特

定業務施設整備計画の認定を受けた日から同日の翌日以後３年を経過する日

まで（同日までに法第１７条の２第６項の規定により当該認定を取り消された

場合は、その取り消された日の前日まで）の間に、新設し、又は増設した特別

償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷

地である土地（令和７年４月１日以後に取得したものに限り、かつ、土地につ

いては、その取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とする当

該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における土地に限る。）に対して

課する固定資産税の課税を免除することができる。 

２ 前項の規定による課税免除を適用する期間は、当該課税が免除された最初の



年度から起算して３年度以内とする。 

（課税免除の申請） 

第４条 前条第１項に規定する要件に該当し、課税免除を受けようとする特別償

却設備設置者（以下「申請者」という。）は、同条第２項の規定により課税免除

が適用される各年度の賦課期日の属する年の３月１５日までに課税免除申請

書を市長に提出しなければならない。 

（課税免除の決定等） 

第５条 市長は、前条の規定による課税免除申請書の提出があった場合は、内容

を審査し、その可否を決定し、申請者に通知するものとする。 

（課税免除の承継） 

第６条 市長は、前条の規定により課税免除を決定した特別償却設備設置者につ

いて、事業の承継があったときは、当該課税免除をその承継者に対して行うも

のとする。 

２ 前項の承継者は、承継の事実を市長に届け出なければならない。 

（課税免除の決定の取消し） 

第７条 市長は、第５条の規定による課税免除の決定を受けた者が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、当該課税免除の決定を取り消すものとする。 

⑴ 偽りその他不正な手段により課税免除の決定を受けた場合 

⑵ 前号に掲げるもののほか、この条例に違反する事実があった場合 

２ 市長は、前項の規定により課税免除の決定を取り消した場合は、当該取消し  

を受けた者に通知するものとする。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規

則で定める。 

附 則 



この条例は、公布の日から施行する。 


